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　薬剤師業務の変遷を鑑みるに，
嘗て薬剤師は「くすり」を「モノ」
として扱うまさにリスクマネージ
メントの専門家であった。しかし
ながら，今日の薬剤師には従来の
業務をベースに，「くすり」の持
つ重要な情報を「病める人＝患者」
の為に活用する能力が強く求めら
れている。このような情勢からも
薬学部が６年制に移行した。薬学
の分野においては，創薬の研究は
世界的な地位にあったものの，医
療現場で活躍する薬剤師の育成は
遅れ，実践教育は卒業後の現場に
委ねられてきた。今後は約2ヶ月

半にもおよぶ病院実習を経験した
薬剤師が輩出され，多くの施設で
患者のQOLを高める専門性豊か
な薬剤師として活躍することにな
ろう。
　そのような情勢の中で，当院の
現状に目を向けると様々な改善す
べき項目が目白押しであることも
否めない。薬剤師が薬剤を調剤す
る最初に行うべき業務として処方
鑑査，その後の疑義照会が挙げら
れるが，この業務は徹底する必要
があろう。名称が似ている利尿剤
と糖尿病薬，そして筋弛緩剤と抗
炎症剤などの誤薬は記憶に新しい

ものである。他施設の事例ではあ
るが，「対岸の火事」では済まさ
れず，このような不幸な事態を防
ぐために，薬歴鑑査システムの活
用が急務である。
　また，入院時に持参する薬剤の
鑑別も急がなければならない業務
である。しかし，全く情報がもた
らされない状況では一人の患者様
の持参薬の鑑別には30分から約
１時間もの時間を要する。従って，
鑑別時間の短縮のために薬剤師会
等で提供している「おくすり手帳」
の活用を考え，青森県薬剤師会会
長とこの手帳の活用について連携

を計画している。
　なお，安全性の保証できない持
参薬（粉剤や液剤など）はやはり
使用を控えるべきであり，使用基
準の設定も急務である。
　この「おくすり手帳」は持参薬
の管理上大変有効であると同時に，
化学療法の外来化が進んでいる昨
今では，抗がん剤治療を受けてい
る患者の治療経過や投薬された薬
剤情報を院外薬局に伝えることが
可能となる。適切な薬物療法への
貢献は，まさにがん医療の均てん
化に繋がり，薬・薬連携の強化が
必要と考えられる。

先憂後楽
薬剤師を取り巻く

昨今事情

薬剤部長　早狩　誠

　本年11月3日～4日の医学系
出身国立大学長懇談会ならびに第
14回国立大学協会通常総会が弘
前市で開催されました。これを機
会に11月4日，２つの文部科学
省グループが相次いで本院を視察
されました。前半は，高等教育局
医学教育課の大学病院支援室長小
林万里子氏一行で，もうひとつは

国立大学法人支援課長永山賀久氏
一行でした。新外来棟病院長室に
て，医学研究科長他，関係の診療
科長に急遽ご参加いただき，まず
は，文部科学省のこれまでのご支
援に謝辞を述べ，その後，当地の
逼迫した医療情勢，今後の見通し，
入学定員増となる医学部の問題点
などについて熱のこもった話し合

いがなされました。その後は院内
の視察が行われ，それぞれの担当
者から説明を受けました（写真）。
あわただしい中ではありましたが，
本院の現状と要望事項はご理解頂
けたと思います。
　もうひとり著名な方の訪問を受
けました。1992年バルセロナ
オリンピック柔道男子金メダリス
トの古賀稔彦選手です。多くの指
導的なお仕事を兼任されているな
か，現在は本学社会医学講座中路
教授のもとで，弘前大学大学院医
学研究科博士課程在学中でもあり
ます。柔道から学んだ「夢と努力
の大切さ」，「前を向き，決してあ
きらめないこと」などなど，迫力
のあるお話を伺い，逆に私の方が
力をいただきました。 最後はス
ポーツ医学，とくに柔道と皮膚病
の話で盛り上がりました（写真）。
　さて，この度の一次補正予算は
本院にとっても大きな意義があり
ました。多くの医療機器の更新が
迫る中で，医療の安全の観点から

　病理部は，様々な病気の診断・
治療判定などを顕微鏡レベルで正
確に行うことで，「質の高い医療」
に寄与しています。現在，鬼島部
長，鎌田副部長をはじめ医師（病
理専門医）７名（うち医学研究科所
属６名），歯科医師１名（医学研究
科所属），臨床検査技師６名（うち
細胞検査士２名），技能補佐員１
名で病理診断業務に従事していま
す。厚生労働省医道審議会の決定
で，今年度から病理診断科という
診療科（標榜科）の名称も認められ
ましたが，一般にはまだなじみが
薄い科のようです。そこで今回は，
がん医療における病理の役割に焦
点をあて説明いたします。
　がんの確定診断は，がん細胞を
顕微鏡下で直接検出することにあ
ります。つまり腫瘍が発見された

場合に，それが悪性（がん）である
か良性であるかの確定は，腫瘍の
一部を採取して，顕微鏡レベルで
がん細胞の有無を探索することに
ゆだねられています。がん細胞を
検出し確定診断することで，一連
のがん治療が動き出すといっても
過言ではありません。
　がん医療における病理の役割は，
がんの確定診断に留まりません。
「がん」には，悪性度が低く生命
予後の良いものから，急速に転
移・再発するものまでたくさんの
種類があり，そのようながんの種
類を見極めることが重要です。ま
た，がん治療後にも大切な役目を
担っています。外科的に切除され
たがんを含む組織（胃，肺など）を
検索して，がんがどこまで進行し
ているかを検討することで，その

後の治癒率の指標とします。化学
療法（抗がん剤）や放射線療法が行
われた後にも病理検査が行われま
す。臨床的な治療効果判定は，が
んの大きさが縮小したかどうかで
判断されますが，病理学的な判定
は，がん細胞が実際にどれくらい
死滅しているかを指標とします。
これは，治療によって腫瘍の大き
さが縮小しても，その腫瘍の中に
生きているがん細胞が多く残って
いる場合には，早い時期に再発す
ることが示唆されるため，顕微鏡
で生き残っているがん細胞の多寡
を検索することは非常に大きな意
味があるのです。
　本院では，診療の一つの柱とし
てがん医療を掲げています。その
方針の一環として当部内に細胞診
断部門が設立され，これまで以上

各診療科の紹介
 【病  理  部】　　

弘前大学医学部
　附属病院長　花田勝美

に迅速かつ正確に，がんの確定診
断や治療効果判定を行える体制が
整いました。今年のニュースとし
ては，細胞診断部門を主に担当す
る鷲谷主任に対し，細胞診断学の
技術進歩に多大なる貢献をしたこ
とで，「日本臨床細胞学会　学会

技師賞」が授与されました。これ
も，当部の診断レベルの高さを示
す一指標と自負するとともに，こ
れまで以上に病理診断を通じて，
医療に貢献できるよう努力してゆ
きたいと考えております。

　　（病理部長　鬼島　宏）

　本院は6月16日付けで社団法人日
本臓器移植ネットワークの腎移植施設
として承認されました。腎移植は生体
腎移植と献腎移植に大別されます。今
回の施設認定は後者，すなわち献腎移
植（脳死および心臓死）を行うことが
できる施設になったということです。
この施設認定は移植体制，医師団の確
保，検査体制，摘出医師の派遣体制に
関して厳密な審査が行われます。移植
体制に関しては，移植担当医師，透析
医の充実度はもちろん，麻酔管理，看
護体制に関する厳しい基準もあります。
つまり，今回の施設認定は「腎移植施
設としての “病院の実力” を認められ
た」ということになります。
　本院では2年前に生体腎移植を再開
させ，院内の多くの皆様のご協力を得
ながら10例の生体腎移植を行ってき
ました。本院の腎移植の歴史は長く，
1970年から泌尿器科（舟生教授）と第
一外科（石川教授）が腎移植を手掛けて
きました。世界最初の腎移植が1953
年，日本最初の腎移植が1956年です
ので，本院は腎移植のパイオニアで
あったわけです。その後，青森県の腎
移植は主に鷹揚郷弘前病院が担当し，
約80例の実績を積み上げてきました。
しかし，昨今の医師不足の影響で鷹揚
郷弘前病院での腎移植は困難になって
しまいました。小児科，産婦人科，麻
酔科のみならず医師不足はあらゆる診
療科で深刻さを増しています。平成
16年にはついに県内で腎移植が１件

も行われない事態になってしまい，県
内で腎移植を行うためのシステムを構
築することは急務でした。
　医師不足は本院においても例外では
なく，新しい診療システムを展開する
ことは容易ではありません。幸いなこ
とに本院は診療科間の垣根が低く，診
療科の枠組みを超えた診療が可能な基
盤がありました。そこで，旧第二外科，
旧第二内科，泌尿器科から構成される
「診療科の枠組みを超えた腎移植ユ
ニット」を構成して生体腎移植を始め
たわけです。ご高配を賜りました佐々
木教授，袴田教授，奥村教授に感謝申
し上げます。一般的には「大学病院は
縦割り診療で，診療科間の協力意識が
低い」と言われていますが，このよう
なことは本院には当てはまりません。
また，県内の献腎移植は本院，鷹揚郷
弘前病院，八戸市民病院の3病院が協
力して対応するシステムが出来上がっ
ています。「医師不足」や「医療崩壊」
に対するひとつの “処方箋” がここに
あるような気がしています。
　診療科の枠組みを超えた診療システ
ムは，院内の有能な人材を有効活用す
ることで質の高い診療を可能にするば
かりでなく，本院で研修する医師やコ
メディカルにとっても有形無形に高い
教育効果を発揮しています。ご協力を
頂いた皆様に深く感謝申し上げます。

　　（泌尿器科・移植医療研究センター
 　　大山　力）

腎臓移植施設認定について

安全には力を抜くことなく頑張り
ましょう。来年は，高度救命救急
センター設置の準備に忙殺される
かもしれません。古賀選手の言葉
が思い出されます。
 （20年11月末日記）

「洗浄・滅菌システム」に予算を
付けて頂きました。本県の地域医
療にとっても大きな力になります。
全職員の懸命な働きにより本年も
無事年を越せますことを共に喜び
たいと思います。年末年始も医療

病院長からの一言
　　　　　～附属病院訪問～

▲小林大学病院支援室長，小笠原企画係員来院
（周産母子センター）

▲古賀さん来院
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　幕末の志士たちに大きな影響を与えた儒者，佐藤一斎に「一燈を提
げて暗夜を行く。暗夜を憂うことなかれ。ただ一燈を頼め」という言
葉がある。人は不満を持つと自らを省みることはせずに，どうしても
環境のせいにしがちである。国の政策が悪いから，上司の判断が甘い
から，時代が逆風だから，等々。
　しかし，他に原因を求めても虚しいし，そこからは何の改善も努力
も生まれてこない。すべては自分から始まるのだという。
　平成20年は1月の新外来診療棟での診療開始から，瞬く間に駆け
抜けた１年でした。来年は附属病院を取りまく環境に左右されること
なく，各部署それぞれにおいて主となれるように一層頑張りたいもの
です。 （広報委員　棟方博文）

【 編集後記 】

東北厚生局等による
立入検査について

第２回 弘大病院がん診療市民公開講座
「がんの一次予防と二次予防」開催

　10月16日及び17日に東北厚
生局・青森県による「医療法の規
定に基づく立入検査」が実施され
ました。この立入検査は医療法第
25条第3項の規定に基づいて特
定機能病院に対して行われるもの
で毎年実施されています。今年度
の検査内容は安全管理全般に関す
る実施計画，実施状況等を中心に
実施されました。一日目は東北厚
生局による書類審査，二日目は東
北厚生局のほか，青森県医療福祉
部，中南地域県民局地域健康福祉
部（弘前保健所）による病棟や外来
診療棟などの現場確認検査が行わ
れました。
　最後に東北厚生局小畑医療指導
監視監査官から講評があり，平成

　 第2回弘大病院がん診療市民
公開講座「がんの一次予防と二次
予防」という主題で11月21日
弘前文化センターにおいて弘前市
の後援のもと開催しました。会場
には70名弱の市民の方々が参加
しました。
　はじめに腫瘍センター運営委員
会委員長、附属病院放射線科の阿
部由直教授から公開講座の趣旨
と「がんの予防」について挨拶が
ありました。講演は、医学研究科
社会医学講座の中路重之教授から
「がんの予防について」、附属病院
消化器内科・血液内科・膠原病内
科の福田眞作教授から「大腸がん
の早期発見と治療」について分か
りやすく講演をしました。

19年3月30日の通知に従い医療
機器の点検計画，研修を実施する
こと，院内感染の基本方針をマ
ニュアルと別に作成することに
なっているが未整理であることの
指摘がありました。また，山中弘
前保健所長から，職員の健康診断
で未受診者，診断項目漏れがある
こと，健診後のフォローアップを
徹底する体制を検討して欲しいと
の指摘がありました。
  講評には医師，看護師，医療技
術職員，事務職員など多数が参加
し，意識の高さが伺われました。
これらの指摘事項等については，
各関係部署で検討の上で速やかに
対応することとしています。
 （総務課）

　講演の後、質疑応答が行われ参
加者からいろいろな質問があり、
活発な討論がありました。
　同時に実施したアンケートにつ
いては47名から回答がありまし
た。（回答率約8割）。参加者は約
9割が弘前市からで、女性の参加
が多かったようです。年齢構成は
今回も60歳以上が多数を占めて
おりました。講演については、ほ

附属病院総合消防訓練実施

　今年も，病院教職員の消火活動
及び入院患者様の避難誘導を迅速
かつ的確に行うことを目的とし
て，「附属病院総合消防訓練」を
10月24日に第2病棟4階及び南
塘グラウンドにおいて実施されま
した。

第10回
「家庭でできる看護ケア教室」開催

　平成20年11月11日，看護
部主催による第10回「家庭でで
きる看護ケア教室」を開催しまし
た。今回は，くらしを広げる看護
の力をテーマに，午前は糖尿病看
護認定看護師による「NO（脳）！
Aging～老いるショックはもう
起こさない？～」，午後は救急看
護認定看護師2名による「みんな
で学ぼう一次救命処置～ＡＥＤを
用いた心肺蘇生と窒息時の対応
～」について行いました。午前の
プログラムでは，動脈硬化の予
防・改善に役立つ生活術や，運動
について講師の解説とグループ対
抗クイズ形式で学びました。参加
者は一般市民の方々で，日々の生

活を見据えた具体的な質問が多く
出ていました。終盤，簡単な体操
を一同で行い，和やかなうちに終
了しました。午後は，例年好評を
得ている一次救命処置を今年もＡ
ＥＤの取り扱い方を含めて解説と
実技指導を行い，加えて今年は窒
息時の対応も行いました。終了後
のアンケートで，「実技の時間が
充分あり，充実していた」「実技
の時間は楽しく，しかも説明がわ
かりやすかった」との声を頂きま
した。「看護」の技術を一般市民
に提供することで，地域貢献の一
端を担うことができたのではない
かと考えています。
 （看護部　地域連携室　相馬博子）

院内コンサート開催

　本院では，患者サービスの一環
として院内コンサートを実施して
います。10月，11月の2回，
いずれも午後6時45分から外来
待合ホールで開かれました。
　10月3日は「弘前大学スティー
ルパン部」によるスティールパン
演奏が行われました。今回はアニ
メテーマの外，本場のリズムや懐
かしい曲もあり，小さな子供も体
でリズムをとるなど，ドラム缶と
は思えない優しい音色，豪快な音
に包まれました。また，アンコー
ル後には直接楽器に触れ音を感じ
る一幕もあり，大変楽しいコン
サートとなりました。
　11月6日は「東奥義塾グリー
クラブ」を迎えての混声合唱。プ
ログラムは，「夢は大空を駈ける」，
「風になりたい」などの外，11名
の高校生の爽やかな歌声が吹き抜
けのホールに響き渡りました。
　また，みんなで歌いましょうの
コーナーでは「森の熊さん」，「も
みじ」をグリークラブのメンバー
が患者さんの席に行って一緒に歌
うなど，和気あいあいのコンサー
トとなりました。
 （医事課）
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▲消火訓練の様子

とんどの方が分かりやすく、参考
になったと回答するとともに、全
員が弘大のがん治療に期待してい
ると回答していました。
　最後に演者の皆様には分かりや
すい講演をしていただきましたこ
とと、病院医事課、総務課の皆様
に公開講座を盛り立てていただき
ましたことに感謝いたします。
 （医事課）

　火災は，第2病棟4階の乾燥室
から午前1時30分に出火したも
のと想定し，自衛消防隊長（病院
長）他，病棟関係者，弘前消防署
副署長及び係官らが見守る中，看
護師による非常電話から防災セン
ターへの通報訓練及び応援の医

▲消火訓練の様子

師・看護師による模擬患者の避難
誘導訓練，屋内消火栓を使用して
のベランダからの放水訓練等が消
防計画に従い実施されました。
　また，今年は車椅子及びスト
レッチャーによる救助訓練並びに
弘前消防署からの梯子車による避

避難誘導など真剣に取り組む看護
師の姿が印象的でした。
　消防訓練終了後，南塘グラウン
ドで弘前消防署副署長より消火器
の取扱説明を受けた後，消火訓練
が実施されました。実際にガソリ
ンが燃え上がる炎や，ＬＰガスボ
ンベから吹き出す炎に怯むことな
く，消火器を手に炎との位置確
認，消火手順確認をしながら，消
火訓練を行いました。
　全ての訓練終了後，弘前消防署
副署長並びに自衛消防隊長による
講評を戴きましたが，大きな指摘
事項もなく無事に訓練を終了する
ことができました。
　最後に，今年発行された「防災
対策のしおり」の有効活用と，今
回の「附属病院総合消防訓練」が
病院内の防火管理体制の確立と防
火思想の普及を図るための一翼を
担えればと思います。 （経理調達課）

難訓練も行いました。病棟での避
難訓練では「乾燥室が火事だ！」
と本番さながらに叫びながら火災
発生現場まで走ったり，患者様の


